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平成 29年 2月 25日 

アヴァトレード・ジャパン(株) 

 

『AVA TRADE取引説明書』の改訂に係る新旧対照表 

(表紙) 

改訂後（新） 改訂前（旧） 

 

平成 29年 2月 

（第 14版 平成 29年 2月 25 日 改訂） 

 

平成 28年 8月 

（第 13版 平成 28年 8月 25日 改訂） 

 

(P11) 

改訂後（新） 改訂前（旧） 

 

取引概要 

レバレッジ 

＜個人＞  25倍 

＜法人＞  通貨ペア毎に毎週変動します。 

  詳しくは P16 証拠金をご参照くださ

い。 

必要証拠金  

＜個人＞  4％ 

＜法人＞  通貨ペア毎に毎週変動します。 

詳しくは P16 証拠金をご参照くださ

い。 

 

 

取引概要 

レバレッジ 

＜個人＞ 25倍 

＜法人＞  200倍 Avaトレーダー・メタトレーダー

4 

 

必要証拠金  

＜個人＞  4％ 

＜法人＞  0.5％ Avaトレーダー・メタトレーダー

4 

 

ロスカットポイント 

＜個人・法人ともに＞ 

証拠金維持率が 100％を下回ったとき 

 

なお、証拠金維持率は以下の式となります。  

〔証拠金維持率  ＝ 純資産  ÷証拠金必要額 

×100〕 

 

 

ロスカットポイント 

各口座の純資産額が証拠金維持率の 100％（法人の

場合は原則 50％）を下回ったとき  

＜個人＞100％  

＜法人＞ 原則 50％ （例外的に 100%コースが適用

される場合もあります。）  

 

(P16) 

改訂後（新） 改訂前（旧） 
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☆証拠金 

(1) 証拠金必要額 

ＦＸ取引の注文をするときの必要証拠金額は銘柄に

よって異なります。 

 

個人のお客様の場合、取引総額の 4％となります。 

 

法人のお客様の場合は、 一般社団法人 金融先物取

引業協会より毎週金曜日に発表となる通貨ペアごと

の為替リスク想定比率に一定の幅を持たせた証拠金

率を弊社ＨＰで翌週の月曜日に公表し 1週間後（一

般社団法人金融先物取引業協会による為替リスク想

定比率発表時からは翌々週の取引開始時点）から適

用いたします。証拠金率は毎週月曜日に変更する可

能性があります。 

 

※証拠金率の変更により相場が動かなくても証拠金

不足が起こりロスカットの対象になる可能性があり

ます。余裕を持った資金管理をお願いします。 

 

※為替リスク想定比率の計算方法（金融商品取引業

等に関する内閣府令第 117条第 27項第 1号に規定さ

れる定量的計算モデル）はこちらを参考にしてくだ

さい 

（http://www.ffaj.or.jp/regulation/03_2.html） 

※証拠金必要額及びレバレッジは事前の告知により

一時的に変更する場合があります。 

 

 

☆証拠金 

(1) 証拠金必要額 

 

ＦＸ取引の注文をするときの必要証拠金額は銘柄

によって異なります。個人のお客様の場合、取引

総額の 4％となります。法人のお客様の場合、メタ

トレーダー4及び AVAトレーダーは 0.5％となりま

す。 

 

 

 

 

P16 

改訂後（新） 改訂前（旧） 

 

（2）維持必要証拠金 

 

個人、法人ともに維持必要証拠金額は、証拠金必要

額と同じです 

 

 

 

 

 

 

（2）維持必要証拠金  

個人のお客様の場合は、維持必要証拠金額は、証拠

金必要額と同じです。法人のお客様の場合は、維持

証拠金は原則として証拠金必要額の 50％の額とな

ります（一部 100％のコースもあり）。新規建て取

引の場合は評価損益を考える必要はありませんが、

建て玉を維持する場合や、新規建て取引の場合で

も、すでに他の建て玉をお持ちの場合は、現在保有

しているポジションを建てる際の証拠金の他に、現

http://www.ffaj.or.jp/regulation/03_2.html
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在の評価損益を勘案する必要があります。 

 

純資産＝受入証拠金+ポジションの評価損

益+未受渡損益+累積スワップポイント（金

利調整金） 

証拠金維持率 ＝純資産 ÷ 証拠金必要額 

×100 

 

 

（4）日次ロールオーバー 

 

ロールオーバー時間までに銘柄の転売又は買戻し

による決済を行わない場合は、建玉を自動的にロー

ルオーバーして次の営業日に繰り越します。スワッ

プポイントは受け取り又は支払いとして調整され

ます。 

 

 

4）日次ロールオーバー 

 

ロールオーバー時間までに銘柄の転売又は買戻し

による決済を行わない場合は、建玉を自動的にロー

ルオーバーして次の営業日に繰り越します。ロール

オーバーの価格差は口座の残高からスワップと同

様に受け取り又は支払いとして調整されます。 

 

 

(5) ロスカットの取扱い 

ロスカットは、損失の拡大を防ぐため、顧

客の計算において建玉を反対売買により決

済します。建玉を強制的にロスカットするた

め、その損失の額が予め預入られている証拠

金の額を上回ることがあります。なお、証拠

金維持率は以下の式となります。 〔証拠金

維持率 ＝ 純資産 ÷証拠金必要額 ×100〕 

 

ロスカットの方法はプラットフォームで異なりま

す 

 

ACT・Forex（Avaトレーダー） 

強制ロスカットは全建玉を対象に決済されます。 

 

メタトレーダー 

強制ロスカットは、損失額の大きなポジションから

順に証拠金維持率が100%を上回るまで行われます。 

但し、ポジションの部分決済は行われません。 

 

 

(5) ロスカットの取扱い 

ロスカットは、損失の拡大を防ぐため、顧

客の計算において建玉を反対売買により決

済します。建玉を強制的にロスカットするた

め、その損失の額が予め預入られている証拠

金の額を上回ることがあります。なお、証拠

金維持率は以下の式となります。 〔証拠金

維持率 ＝ 純資産 ÷証拠金必要額 ×100〕 

※法人の場合は原則、必要証拠金の 50％にてロス

カットの執行を行います。 

 

 

P18 
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改訂後（新） 改訂前（旧） 

 

☆課税上の取扱い 

個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生し

た利益（売買による差益及びスワップポイント収益

を言います。以下同じ。）は、2012年 1月 1日の取

引以降に行う取引は「先物取引に係る雑所得等」と

して申告分離課税の対象となり、確定申告をする必

要があります。税率は、所得税が 15％、復興特別

所得税が所得税額×2.1％※、地方税が 5％となり

ます。その損益は、差金等決済をした他の先物取引

の損益と通算でき、また通算して損失となる場合

は、一定の要件の下、翌年以降 3年間繰り越すこと

ができます。 

 

※ 復興特別所得税は、平成 25年から平成 49年ま

で（25年間）の各年分の所得税の額に 2.1％を乗じ

た金額（利益に対しては、0.315％）が、追加的に

課税されるものです。 

 

法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生し

た所得（売買による差益及びスワップポイント収益

をいいます）は、法人税に係る所得の計算上、益金

の額に算入されます。 

 

 

金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取

引取引について差金等決済を行った場合には、原則

として、当該顧客の住所、氏名、（法人においては

所在地、法人名）支払金額等を記載した支払調書を

税務署長に提出します。 

 

詳しくは税理士等の専門家にお問い合せ下さい。 

 

 

☆益金に係る税金 

個人が行ったＦＸ取引で発生した益金（売買によ

る差益及びスワップポイント収益）は、「雑所得」

として総合課税の対象となり、確定申告をする必要

があります。税率は、所得税が 15％、復興特別所

得税が所得税額×2.1％※、地方税が 5％となりま

す。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の

損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、

一定の要件の下、翌年以降 3年間繰り越すことがで

きます。 

法人が行ったＦＸ取引で発生した益金は、法人税

に係る所得の計算上、益金として計上して各社の決

算時に税金計算の対象としてください。 

 

※ 復興特別所得税は、平成 25年から平成 49年ま

で（25年間）の各年分の所得税の額に 2.1％を乗じ

た金額（利益に対しては、0.315％）が、追加的に

課税されるものです。 

 

金融商品取引業者は、顧客のＦＸ取引について差金

等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の

住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を税務

署長に提出いたします。税金に関するお問い合わせ

につきましては、最寄の税務署或いは税理士等にお

問い合せ下さい。 

 

P38  

改定後（新） 改定前（旧） 

 

FX取引行為に関する禁止事項 

 

u.店頭外国為替証拠金取引につき、顧客の実預託額

が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立

 

FX 取引行為に関する禁止事項 

 

u．銘柄関連デリバティブ取引（本取引を含み

ます。v.において同じ。）につき、顧客が預
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後ただちに当該顧客にその不足額を預託させる

ことなく当該取引を継続すること。 

託する証拠金額（計算上の損益を含みます。）

が金融庁長官が定める額に不足する場合に、

取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を

預託させることなく当該取引を継続するこ

と 

 

 

v.店頭外国為替証拠金取引につき、営業日ごとの一

定の時刻における実預託額が維持必要預託額に

不足する場合に、速やかにその不足額を預託させ

ることなく取引を継続すること。 

 

v．銘柄関連デリバティブ取引につき、営業日

ごとの一定の時刻における顧客が預託した

証拠金額（計算上の損益を含みます。）が金

融庁長官が定める額に不足する場合に、当該

顧客にその不足額を預託させることなく取

引を継続すること 

 

 

（P43） 

改訂後（新） 改訂前（旧） 

 

◆対象お取引の苦情相談窓口 

ＦＸ取引について 

   紛争解決機関 

   特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせ

ん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） 

  

電話番号 0120-64-5005 

受付時間 9:00～17:00  （※土・日・祭日

を除く） 

 

 

◆対象お取引毎の苦情相談窓口 

（1）ＦＸ取引について 

   金融商品取引法指定紛争解決機関（ＡＤＲ） 

   特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせ

ん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ） 

  所在地  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅

場町 2-1-13 

電話番号 0120-64-5005 

受付時間 9:00～17:00  （※土・日・祭日を除く） 

 

 


